
第12編在留資格

第10節経営・管理

第1 在留資格の審査

1 経営・管理の在留資格について

「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができる

ようにするために設けられたものである。令和7年10月に上陸基準省令が改正され、平

成26年の上陸基準省令改正時の基準（以下本節において「旧基準」 という。 ）からの見

直しが行われた（旧基準については本節の末尾に参考掲載。 ） 。

（注） 「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により （旧） 「投資・経営」の

在留資格を改正して設けられた。 「投資・経営」の在留資格は、 「経営・管理」の在

留資格と異なり、外国人が我が国に投資していることを前提とするもので、これは、

日米友好通商航海条約において、 「いずれの一方の締約国の国民も、 (a)両締約国

の領域の間における貿易を営み、若しくはこれに関連する商業活動を行う目的をもっ

て、 (b)当該国民が相当な額の資本を投下した企業若しくは当該国民が現に相当な

額の資本を投下する過程にある企業を発展させ、若しくはその企業の運営を指揮する

目的をもって、又は(c)外国人の入国及び在留に関する法令の認めるその他の目的

をもって、他方の締約国の領域に入り、及びその領域に在留することを許される（第

1条1項） 。 」と定められ、また､他の条約にも最恵国待遇の規定があることから、

これらの規定を担保するものとして、外資の参入している企業の経営･管理業務に従

事する外国人の受入れのため平成元年の法改正において創設されたものである。

2該当範囲

入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄は、本邦において行うことができ

る活動を以下のとおり規定している。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この

表の法律･会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができない

こととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。 ）

（1）経営Q管理の在留資格に該当する範囲

「経営･管理」の在留資格に該当する活動の類型は次のとおりである。

ア本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する

活動

イ本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理

に従事する活動

ウ本邦において事業の経営を行っている者（法人を含む。 ）に代わってその経営を行
10－1



第12編在留資格

い又は当該事業の管理に従事する活動

（2）用語の意義

ア 「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは、①本邦において活動の基盤

となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと、②本

邦において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること、③本邦におい

て貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を

行っている者に代わってその経営を行うことをいう。

イ 「当該事業の管理に従事する」とは、①本邦において経営を開始してその経営を行

っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること、②本邦において貿

易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っ

ている者に代わって当該事業の管理に従事することをいう。

（3）留意事項

「経営・管理」の活動の該当性について、次の点に留意する。

ア事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること 、

（ア）事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執

行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が

該当し、事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場

長、支店長等の管理者としての活動が該当する。

申請人は、これらの経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでな

ければならず、実際に行う業務の内容を確認して判断する。

（イ）特に、申請人が新たに事業を開始しようとする場合について、申請時において、

申請人は上記の業務には未だ参画等していないため、開始するとする事業の内容の

具体性や、申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始

に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に当該事業

の経営を行う者であるかどうかを判断する。また、既に営まれている事業に経営者

や管理者として招へいされるような場合も同様であり、それが比較的小規模の事業

であり申請人の他に事業の経営や管理に従事する者がいるときは、投資の割合や業

務内容をそれらの者と比較することも必要である。

イ事業の継続性があること

決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる等在留活動が途切れることが

想定されるような場合は、経営・管理」の在留資格に該当する活動を行うものとは

認められない。この観点から、外国人が経営又は管理に従事する事業が安定して営

まれるものと客観的に認められることが必要である。

（4）他の在留資格との関係

ア 「技術・人文知識・国際業務」
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企業の経営活動や管理活動は、 自然科学若しくは人文科学の知識等を要する業務に

従事する活動であることもあり、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に定める

活動と一部重複する。このように重複する場合は「経営・管理」の在留資格を決定す

る。

また、申請人の業務内容に企業の経営活動や管理活動が含まれているが、 「経営・

管理」の活動に該当しない場合は、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への該

当性に留意する。

なお、企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた

外国人が、昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・

管理」の在留資格に変更することまでは要しないこととし、現に有する「技術・人文

知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」の在留資格を

決定しても差し支えない。

イ 「法律・会計業務」

企業に雇用される弁護士、公認会計士等専門知識をもって経営又は管理に従事する

者の活動も、 「経営・管理」の在留資格に該当するが、弁護士、外国法事務弁護士、

公認会計士、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされてい

る事業の経営又は管理に従事する活動は、 「法律・会計業務」の在留資格に該当する。

ただし､病院の経営に係る活動は､医師の資格を有する者が行う場合であっても、 「医

療」ではなく、 「経営・管理」の活動に該当する。

ウ 「短期滞在」

日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合、その者が当

該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日する場合であっても「経営・

管理」の在留資格に該当する。

なお、当該日本法人の経営者に就任していない場合や、就任していたとしても日本

法人から報酬が支払われない場合には、 「短期滞在」の在留資格で入国し、当該会議

等に参加することとなる。

基準3基準

（1）第1号

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されてい

ない場合にあっては､当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保

されていること。

要件の内容

第1号は外国人が経営し又は管理に従事する事業が本邦に事業所を有して営まれるもの

であることを要件としており、次の両方を満たしていることが必要である。
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ア経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行わ

れていること

イ財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われている

こと

（注)上記の二つの要件は､総務省が定める日本標準産業分類一般原則2項における事業所

の定義に基づくものである。

（2）第2号

申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。

イその経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤職員（法別表第1

の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。 ）が従事して営まれるものであ

ること。

ロ申請に係る事業の用に供される財産の総額（資本金の額及び出資の総額を含

む。 ）が三千万円以上であること。

ア要件の内容

第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたもので

あり、イ及びロのいずれにも該当する必要がある。

（ア）第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に本邦に居住する常勤の職員が

勤務する事業であることを要件とするものである。ただし、法別表第1の上欄の在

留資格をもって在留する常勤の職員は除かれる。

（イ）第2号ロは、事業主体が法人か個人かにかかわらず、申請に係る事業に投下され

た財産が3， 000万円以上であることを要件とするものである。

①事業主体が法人である場合は､株式会社における払込済資本の額(資本金の額）

又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額が3, 000万円以上の

事業であることを要件とする。

ただし、以下の場合は、資本金に含めて取り扱って差し支えない。

a新株予約権

新株予約権の発行により、返還義務のない確定した金額が既に払い込まれて

いる場合は、当該払い込まれている金額のうち将来資本金に計上する額を「申

請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む｡）

が三千万円以上であること」に計上するものとして取扱う。

なお、返済義務のある借入金を資本金とすることは違法とされている。

（参考）会社法第五十二条の二

発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定め

る行為をする義務を負う。
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一第三十四条第一項の規定による払込みを仮装した場合払込みを仮装

した出資に係る金銭の全額の支払

二 （略）

2～5 （略）

b地方公共団体による支援

第2の7に基づき対応する。

②事業主体が個人である場合は、 3， 000万円以上を投資して営まれているよ

うな事業の規模がこれに当たる。この場合の3， 000万円の投資とは、当該事業

を営むために必要なものとして投下されている総額であり、次のaないしcの目

的で行われるものがこれに当たる。また、引き続き行われている事業の場合は3，

000万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり、これが確認さ
れる場合に、本号ロに適合するものとして取り扱う。

a事業所の確保：当該事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係

る経費

b雇用する職員の給与等：役員報酬及び常勤・非常勤を問わず、当該事業所に

おいて雇用する職員に対して1年間に支払われる報酬に係る経費

c その他：事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る

経費

用語の意義

「常勤の職員」については、第1節第3を参照。

なお、 2号イでいう 「常勤職員」は、本邦に居住する者から「法別表第一の上欄の

在留資格をもって在留する者を除く。 」 とされているので、外国人の場合は、特別永

住者又は日本人の配偶者等、永住者等の居住資格をもって在留する外国人であること

が必要である。

第3号

イ

(3）

申請に係る事業の経営を行い､又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く｡）

のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる

水準以上の能力を有している者であって、かつ､申請人が当該事業の経営を行い

又は当該事業の管理に従事する時において､本邦に居住することとしているもの

であること。

ア要件の内容

第3号は、所属機関の経営者又は常勤職員のうちいずれかの者が日本語能力を有す

ることを要件とするものである。

イ用語の意義

（ア） 「当該事業に従事する者（非常勤の者を除く。 ） 」 とは、当該事業に従事する常
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勤の職員（第1節第3）をいい、 2号イと異なり、在留資格による制限はないこと

に留意する。

(イ） 「高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力」とは、

「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、具体的には、

独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する「日本

語能力試験」のN2のレベルに合格した者のほか、他の日本語能力に関する試験で

これと同等の能力を有していると考えられるもの、例えば、財団法人日本漢字能力

検定協会が実施する「BJTビジネス日本語能力テスト」において400点以上を

得点した者が対象となる。

（注） 「日本語能力試験｣の結果の真偽照会については、第1節第11参照。

なお、経営者又は常勤職員のうちいずれかの者が下記①ないし⑤のいずれか

に該当する場合は、日本語能力を有するものとして取り扱い､試験による日本語

能力の証明は不要とする。

①日本人

②特別永住者

③中長期在留者として20年以上本邦に在留している者

④本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課

程を修了した者（恒常的に外国語による授業を行っている課程又は通信によ

り教育を行っている課程を卒業又は修了した場合を除く。 ）

⑤下記のいずれにも該当する者

a我が国の義務教育を修了していること

（注)小学校(学校教育法第1条に規定する小学校をいい､義務教育学校の

前期課程及び特別支援学校の小学部を含む｡）及び中学校(学校教育法

第1条に規定する中学校（夜間その他特別な時間において授業を行う

もの(いわゆる夜間中学）を含む｡）をいい､義務教育学校の後期課程、

中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む｡）を卒業し

ていること

b我が国の高等学校（学校教育法第1条に規定する高等学校（定時制の課

程又は通信制の課程を置くものを含む｡）をいい、中等教育学校の後期課程

及び特別支援学校の高等部を含む。 ）又は高等専門学校、専修学校（学校教

育法第125条に規定する高等課程であって、大学入学資格がその修了者

に認められる課程として文部科学大臣により指定されているものに限る。）

を卒業していること

（4）第4号
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次のいずれかに該当していること。

イ経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に

係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位（学位規則（昭和二

十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国におい

て授与されたこれに相当する学位を含む。 ）を有していること。

ロ事業の経営又は管理について三年以上の経験(特定活動の在留資格(法第七

条第一項第二号の告示で定める活動のうち本邦において貿易その他の事業の

経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含

む活動を指定されたものに限る。）をもって本邦に在留していた期間がある場

合には、当該期間を含む。 ）を有していること。

ア要件の内容

第4号は、外国人が経営又は管理業務に従事する場合に適用される経歴に係る基準

を定めたものである。経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術

又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位（外国において

授与されたこれに相当する学位を含む。 ）の学歴を有していること、又は、事業の経

営又は管理について3年以上の職歴を有していることのいずれかが必要となる。

イ用語の意義

「専門職学位」については、第9節第2の3 （2）イ（ウ）①を参照。

（5）第5号

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける

報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ア要件の内容

第5号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、 日

本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要である。

イ用語の意義

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」については、第1節第

2の「報酬」を参照。

4審査のポイント

（1）在留資格の決定時

ア共通事項

申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が「経営・管理」であることを確認する。

イ在留資格該当性について、申請書の勤務先、職歴、活動内容詳細及び職務上の地位

の記載並びに立証資料により、申請人の本邦において行おうとする活動が「経営・管

理」の在留資格に該当するものであることを確認する。
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ウ事業の経営を開始する又は事業の経営を行う活動

（ア）事業所の存在・確保（基準省令第1号）

①申請書の「勤務先」 、 「事業所の状況」欄の記載により、基準に適合するかを

確認する。

②所属機関がカテゴリー（5立証資料参照） 3又は4の場合は、事業所用施設の

存在を明らかにする「不動産登記簿謄本」及び「賃貸借契約書」その他の立証資

料により確認する。

（注） 1号本文は､既に存在する貿易その他の事業に投資してその経営を行うか、

当該事業の管理に従事する場合に適用される基準であることから、その事業

所について「存在すること」を要件としているが、 1号ただし書きは、貿易

その他の事業を「開始しようとする」場合について定めており、事業所につ

いて「事業所として使用する施設が確保されていること」で足りる。

（イ）規模（基準省令第2号）

①申請書の「勤務先（ 「申請に係る事業の用に供される．財産の総額」 、 「常勤従

業員数」 ） 」 、 「活動内容」 、 「給与･報酬」欄の記載により、基準に適合する

かを確認する。

②所属機関がカテゴリー3又は4の場合は、 「常勤職員の賃金支払に関する文書」

及び「住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し」により、常勤職員が雇

用されていることを確認する。

事業の用に供される財産の総額については、法人の場合、 「貸借対照表」の「資

本金」の額で判断し、 「登記事項証明書」により、実際に事業への投下がなされ

ていることを確認する。

また、個人の場合は「貸借対照表」の「資産の部」の額から、当該事業に投下

される財産が3, 000万円以上であることを確認し、それぞれ当該財産に関す

る立証資料（ （現物投資の場合）領収書の写し等）により、実際に事業への投下

がなされていることを確認する。なお、事業に投下される財産が3, 000万円

以上であることが必要であることから、単なる預貯金については事業に投下され

る財産とは取り扱わず、 「設備投資に係る契約書の写し」や「雇用契約書」等に

より、当該預貯金が事業に実際に投下されることが見込まれることを確認する必

要がある。

③新株予約楮の発行により将来資本金に計上する額を計上する場合は、次のとお

り取り扱うこととする。

a入国・在留審査事務の取扱いについて

(a)立証資料

i 新株予約権の発行に当たり締結された投資契約書（発行要項を含む。以
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下同じ。 ） （投資契約書雛形は参考様式を参照）

i新株予約権の発行に係る締結によって実際に払い込まれた額を証明する

資料（通帳の写し若しくは取引明細書の写し）

、新株予約権の発行に係る締結によって実際に払い込まれた額のうち、基

準省令第2号ロの「3， 000万円」として計上して申請しようとする額

について、将来、新株予約権が権利行使された際に資本金として計上する

ことの誓約書等

(b)審査

i 上記(a)通が提出されており、また、上記(a) iの文書として、 J

-KISS型新株予約桧の投資契約書が提出され、投資契約書の文言が添

付の雛形の空白又は括弧書きの箇所以外は変更されていない場合、提出さ

れた当該投資契約書の発行要綱の「新株予約権の数」に「新株予約権1個

あたり」の額を乗じて算出された金額が、上記(a) nによって確認した

金額と相違なければ基準省令第2号ロとして計上することを認める。

、 なお、上記(b) i以外の様式で申請があった場合は、払い込まれた額

が、返還義務のない確定したものかについて、本庁在留管理支援部在留管

理課（扱い：本庁在留管理課就労審査係）へ照会する。

日本語能力（基準省令第3号）

申請書の「勤務先（ 「常勤従業員数」 、 「日本語能力を有する経営者又は常勤

従業員の有無」 ） 」欄の記載により、基準に適合するかを確認する。

所属機関がカテゴリー3又は4の場合は、 ’｢申請に当たっての説明書（参考様

式） 」 、下記の「日本語教育の参照枠B2相当の日本語能力を有していることを

証する資料」 、 「 (日本語能力を有する者が法人の経営者である場合）登記事項

証明書」 、 「 （日本語能力を有する者が常勤の職員（申請人を除く。 ）の場合）

常勤職員の賃金支払に関する文書」 、 「住民票、在留カード又は特別永住者証明

書の写し」により確認する。

a試験により証明する場合

(a) 「日本語能力試験」のN2以上のレベルに合格したことを証する資料

(b) [BJTビジネス日本語能力テスト」において400点以上取得したこと

を証する資料

b試験による証明を要しない場合

(a) 日本人

日本国籍を証する資料（戸籍謄本、住民票の写し等）

(b)特別永住者

住民票の写し、特別永住者証明書の写し

10-9
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(c)別表第二の在留資格をもって20年以上本邦に在留している外国人

．住民票の写し、在留カードの写し（在留歴については、FEISにより確

認する。 ）

(d)本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課

程を修了した外国人

住民票の写し、在留カードの写し、卒業証明書、専門士又は高度専門士の

称号を付与されたことを証する文書

(e)我が国の義務教育を修了し､高等学校を卒業した外国人

住民票の写し、在留カードの写し、卒業証明書

（エ）経歴（基準省令第4号）

①申請書の「最終学歴」 、 「専攻・専門分野」 、 「事業の経営又は管理について

の実務経験年数」 、 「職歴」欄の記載により確認する。なお、申請人の学位が経

営管理に関する分野でない場合には､ 「勤務先j欄の記載から、申請人の学位が

業務に必要な技術又は知識に係る分野に該当するか確認する。

②所属機関がカテゴリー3又は4の場合、 「経営管理に関する分野又は申請に係

る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位

又は専門職学位を有することを証する文書」 、 「関連する職務に従事した機関並

びに活動の内容及び期間を明示した履歴書」及び「関連する職務に従事した期間

を証する文書」の立証資料により確認する。

③事業の経営又は管理の経歴については、本邦外での経歴及び本邦での「経営・

管理」の活動期間のほか、 「特定活動」の在留資格のうち、本邦において貿易そ

の他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う

活動を含む活動を指定された期間がある場合には、当該期間が含まれる（当該期

間については、FEISにより確認する。 ） 。

④’ －－－~了 '’

’一‐

I ‐~｜

エ会社を設立して事業の経営を開始しようとする者について

（ア）法人の登記が完了していない場合

事業を開始しようとする場合であって､法人の登記が完了していないときは、 「定

款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し｣により、

法人の登記が予定されていることを確認ずる。

（イ）事業所の確保（基準省令第1号）

上記ウ（ア）を参照。なお、賃貸借契約の締結に至っていない場合は、 「事業所
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の概要を明らかにする資料」として、例えば、賃貸を検討している物件について説

明する資料（場所、広さ、予算等が記載されたもの）により確認する。

（ウ）規模（基準省令第2号）

上記ウ（イ）を参照｡なお、法人の登記が完了していないため、 「当該法人の登記

事項証明書の写し」の提出が困難な場合は、 「定款その他当該法人を設立しようと

していることを明らかにする書類の写し」により、設立に際して出資される金額を

確認する。

（注）後記第2の6 「在留期間「4月」の新設について」を参照。

なお、新株予約権の発行により将来資本金に計上する額を計上する場合は、上記

ウ（イ）のとおり取り扱うこととする。

（エ） 日本語能力（基準省令第,3号）

上記ウ（ウ）を参照。

（オ）経歴（基準省令第4号）

上記ウ（エ）を参照。

オ事業の管理に従事する活動

（ア）事業所の存在（基準省令第1号）

上記ウ（ア）を参照。

（イ）規模（基翠省令第2号）

上記ウ（イ）を参照6

（ウ） 日本語能力（基準省令第3号）

上記ウ（ウ）を参照。

（エ）学歴及び経験（基準省令第4号）

上記ウ（エ）を参照。

（オ） 日本人と同等額以上の報酬（基準省令第5号）

①申請書の「給与・報酬」 、 「職務上の地位」欄の記載により確認する。

②カテゴ･リー3又は4の場合は、 「申請人の活動内容等を明らかにする次のいず

れかの資料」により報酬額を確認する｡

・ 会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を

決議した株主総会の議事録（報酬委員会が設置されている会社にあっては同委

員会の議事録）の写し

・ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する

場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体

の文書

・ 日本において管理者として雇用される場合は､労働基準法15条1項及び同法

施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

10-l1
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（2）在留期間の更新時

ア申請資料に加え、カテゴリー3又は．4の事業の場合は､ 「直近年度の決算文書の写

し」 、 「 （法人の場合）登記事項証明書」 、 「申請に当たっての説明書（参考様式）

及び同様式に記載の立証資料」 、 、 「常勤職員の賃金支払に関する文書」 、 「住民票、

在留カード又は特別永住者証明書の写し」 、’ 「在留資格決定時又は直近の在留期間更

新時（以下この節において. ｢在留資格決定時等」という。）に提出した事業計画書（直

近の在留期間更新時に事業内容の変更について説明がなされている場合は､その資料。

以下、この節において「事業計画書等｣という。 ）に基づく活動を在留期間中に着実

に行っていたことを具体的に説明する資料（在留資格決定時等に提出した事業計画書

等に基づく活動とは異なる活動を行っている場合は、その理由及び当該活動に係る具

体的説明資料） （注） 」及び「住民税の課税（又は非課税）証明書」により、また、

カテゴリー4．の場合、さらに｢外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉

徴収を要しないことを明らかにする資料」により、在留資格該当性及び上陸基準適合

性について問題がないかを確認する。

ノ

一
一

’ｻ

イ在留資格「経営‘管理」で在留する外国人は、事業の運営を適正に行うことが求め

られ《自らの運営する機関（個人事業を含む。以下同じ。 ）が、次のとおり各種公的

義務の履行に関する法令を遵守する必要がある。

（ア）租税関係法令を遵守していること

国税（所得税、法人税等）及び地方税（住民税、事業税等）を適切に納付して

いる必要がある。納税義務の不履行により刑を受けている場合や、刑を受けてい

なくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、納税義務を履行して

いない場合には消極的な要素として評価する。

また、申請人が運営する企業等が消費税の不正還付に関して重加算税の賦課決定

処分を受けた場合(処分が確定している場合)は､原則として不許可とし､■■■

’ 一~－‐ 判引き続き在留を認めるに

足りる相当な理由がある場合は、意見を付して本庁へ請訓する（その他の詳細及び

取扱いについては、第1節第10を参照する。 ）

(イ）労働関係法令。社会保険関係法令を遵守していること、雇用する従業員（アルバ

イ トを含む。以下同じ。）の労働条件が労働関係法令に適合していることを要し、

労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続を適正に行い、保険料を

適切に納付していることが求められる。その他、健康保険及び厚生年金保険の適用

事業所である場合には、当該保険の加入手続を行っていること、及び雇用する従業
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員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い、保険料を適切に納付してい

ることが求められる。審査方法の詳細については、後記第2の4参照。

ウ 「4月」の在留期間が決定されている者は、株式会社等が設立されていない段階で

上陸許可した者（第2の6参照）又は各種公的義務の不履行のため指導を受けた者で、

履行のための手続中(次回更新時に履行椒兄の確認を行う） として許可を受けたもの
であるため、在留期間の更新時に「登記事項証明書」や「公的義務を履行しているこ

とを証する文書」の提出を求め、その提出がない場合は、在留資格認定証明書交付申

請時に提出された資料（事業計画書や法人を設立しようとしていることを明らかにす

る資料等）との整合性等、在留期間の更新の可否を慎重に審査する。

立証資料

第31節別表による。

在留期間

5

6

10-13

在留期間 運用

5年 次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該

当するもの

①申請人が申請時の在留資格における入管法上の届出（例:住居地の届

出､住居地の変更届出､住居地以外の在留カードの記載事項の変更届出、

所属機関等に関する届出）義務を履行しているもの（上陸時の在留期間

決定の際には適用しない。 ）

②学齢期（義務教育の期間をいう。 ）の子を有する親にあっては、子が

小学校、中学校又は義務教育学校（いわゆるインターナショナルスクー

ル等も含む。 ）に通学しているもの（上陸時の在留期間決定の際には適

用しない。 ）

③経営する､又は管理に従事する機関がカテゴリー1又はカテゴリー2

に該当するもの

④③以外の場合は、 「経営・管理」の在留資格で3年又は5年の在留期

間が決定されている者で、かつ、本邦において引き続き3年以上「経営

･管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤滞在予定期間が3年を超えるもの

3年 次のいずれかに該当するもの

①次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③

又は④のいずれかに該当するもの

b滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの
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②5年の在留期間を決定されていた者で､在留期間更新の際に次のいず

れにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれの要件を満たさず､か

つ、③又は④のいずれかに該当するもの

b滞在予定期間が1年を超えるもの

③5年､ 1年、4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの

次のいずれかに該当するもの（4月又は3月の項のいずれかに該当する

ものを除く。 ）

①経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー4 （カテゴリー1，

2及び3のいずれにも該当しない団体・個人）に該当するもの

②3年又は1年の在留期間を決定されていた者で､在留期間更新の際に

5年の在留期間の項の①又は②のいずれかの要件を満たさないもの

③職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1

年に1度確認する必要があるもの

④滞在予定期間が1年以下であるもの(滞在予定期間が1年以下であっ

ても、活動実績等から滞在予定期間の延長が見込まれるものを除く。 ）

1年

①新たに事業を法人において行おうとするものであって､入管法施行規

則別表第3の「経営・管理」の項の下棚に定める資料のうち、登記事項

証明書の提出がないもの（後記第2の6参照）

②公租公課の履行義務（経営する会社の義務を含む。）を果たしていな

い者であって、改善に向け手続中であることが認められるもの

③事業を営むために必要な許認可を取得していない者であって､在留許

可を受ける前に許認可を取得することができない合理的な事情がある

もの

4月

滞在予定期間が3月以下であるものであって、4月の項に該当しないも3月

の

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、後記第2の4

に基づき在留期間を決定する。

2刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許

可とする場合の在留期間を検討することとなる。

3 ~－＝一_ 11

’（1）

ア ’I

|I ‐－－ ’
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戸

’

一
一
一

一
一

一

ｌ

Ｉ

ｒ

２１

’

’

’

4中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月

未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3

月」ではなく 「4月」を決定する。

第2応用。資料編

1 該当範囲に関する留意事項

（'）我が国において適法に行われる業務であれば､その活動の業種に制限はないが､■
-- 1経営者、管理者としての

日々の活動内容を詳細に確認し、業務委託等により経営判断を伴わない場合など、経営

者等としての具体的活動内容に欠ける場合ば、本邦における「経営。管理」の活動の実

態がないものとして取り扱う。

公

‐ ｜’

｜

’

一
一
一
一
一

一
一
一
三
一

１
１

ll■■■■一

（2）申請人が経営又は管理に従事する事業は、外国人若しくは外国法人が現に投資してい

るもののみでなく、 日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであっても、 「経

営・管理」の在留資格に該当する。

（3）経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環

として行う現業に従事する活動は、 「経営。管理｣の在留資格の活動に含まれる。ただし、

主たる活動が現業に従事するものと認められる場合は、 「経営・管理」の在留資格に該

当しない。 ／

（4） 「経営。管理」における事業は、営利を目的としないものであっても、また、外国又

は外国の地方公共団体(地方政府を含む。 ）の機関の事業として行われるものでも差し支

えない。
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第12編在留資格

（5）複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業

の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、業務量、売上げ、従業

員数等がなければならず、これらから見て､申請人が事業の経営又は管理に主たる活動

として従事すると認められるかどうかを判断する。

具体的には、①事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の

経営又は管理を主たる活動として行うことについて合理的な理由が認められること、②

事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる

業務の内容が明確になっていること、③それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の

対価として相当の報酬の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされてい

る場合には、それぞれの外国人について「経営，管理」の在留資格に該当する。また、

共同出資で会社が運営される場合については、前記①から③の観点から確認を行い、申

請に係る事業の用に供される財産（資本金の額又及び出資の総額を含む。 ）が基準と乖

離しているものでないことを確認する。

－－ il

’
テーー－

－

三 ’
－三F

’

（6） 「経営。管理」の在留資格の決定に当たっては、個人事業は登記が必要とはされてお

らず、また、株式会社等を設立する準備を行う意思があることや株式会社等の設立がほ

ぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた場合は、登記事項証明書の提出を不

要としていることから（後記第2の6参照） 、登記事項証明書（登記簿謄本）の提出が

ないことのみをもって不交付（不許可）処分を行うことのないよう留意する。

（7）入国・在留を認める役員の人数については、それ自体に制限はなく、その者の行おう

とする活動に在留資格該当性が認められない場合又は基準適合性が認められない場合、

その他在留状況に問題がある場合など在留を認めるべき相当の理由がないときを除き、

人数の観点から不許可。不交付とすることはできないものの、前記（5）の観点から‘|真

重な審査を要する。

」

三一 ’

！

|役員
ー ■一一一

一一 二一一’ 報酬の有

無や報酬額については、株主総会議事録や取締役会議事録などを確認する。

2事業所の存在・確保に関する留意事項

（1） 「経営・管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが

求められる。事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸

借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかに
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し、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であること

を明確にすることが必要である。月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に

処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、それを合理的とする特別の事情が

ない限り、 「事業所の確保（存在） 」の要件に適合しているとは認められない。

なお、事業所は、実際に事業が営まれている所であるので、住所及び電話番号等を借

り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど実際に経営又は管理を

行う場所は存在しない「バーチャル・オフィス」等と称する形態は、事業所とは認めな

い。

(2)令和7年10月の上陸基準省令の改正によって､事業規模要件が見直されるとともに、

常勤職員の雇用が必須となったこともあり、自宅兼事業所とするような形態は基本的に

想定されず、独立して事業を営む事業所であることが客観的に見て明らかであることを

必要とする。

’
■

１

１

■

Ⅱ

Ｉ

Ｌ

宅

（3）インキュベーター（経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡

しを行う団体・組織）が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書

等の提出があったときは、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が運営する対日

投資。ビジネスサポートセンター(IBSC)の提供するオフィスなどのインキュベー

ションオフイス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業

用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、 「事業所の確保（存在） 」の要

件に適合しているものとして取り扱う。

3事業の継続性に関する留意事項

事業の継続性については、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければな

らない。しかし、事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、単年度の

決算状況を重視するのではなく､貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要である。

なお、債務超過が続くような場合は、資金の借入先を確認するなどし、事業の実態、本

人の活動実態に虚偽性がないか確認する。特に、 2年以上連続赤字の場合、本人の活動内

容を含め、慎重に調査する。

《 （1）決算状況の取扱い

ア直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

直近期において当期純利益があり、同期末において剰余金がある場合には、事業の

継続性に問題はない。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が

減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な

影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性があ

ると認められる。したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損
10-17
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金もない場合には、事業の継続性があると認められる。

イ直近期末において欠損金がある場合

（ア）直近期末において債務超過となっていない場合

事業計画、資金鯛達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可

能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求める

こととし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として

事業の継続性があると認める。ただし、当該資料の内容によっては、企業評価を行

う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者（中小企業診断士、公認会計

士及び税理士)が評価を行った書面（評価の根拠となる理由が記載されているもの

に限る。 ）の提出をさらに求める等して審査する場合もある。 へ

（イ）直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない

場合

債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し､事業の存続が

危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものであるが、債

務超過が1年以上継続していない場合に限り、 1年以内に具体的な改善（債務超過

の状態でなくなることをいう。 ）の見通しがあることを前提として事業の継続性を

認めることとする。具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期

末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士、税理士の

企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通

し（1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。 ）について評価を

行った書面（評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。 ）の提出を申請

人に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。

（ウ）直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったとき

は、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改

善がなされていないことから、増資、他の企業による救済等の具体的な予定がある

場合には、その状況も踏まえて事業の継続性を判断する。

ただし、新興企業（設立5年以内の国内非上場企業をいう。以下同じ。 ）が独自

性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようと

する場合、設立当初は赤字が続くことも想定されるため、新興企業については、以

下の書類の提出を申謂人に求めることとし､これら提出書類の内容を踏まえた結果、

債務超過となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、事

業の継続性について柔軟に判断する。

a企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者（中小企業

診断士、公認会計士及び税理士）が、改善の見通し（1年以内に債務超過の状態
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でなくなることの見通しを含む。 ）について評価を行った書面（評価の根拠とな

る理由が記載されているものに限る。 ）

b投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助金

や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類

c製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類

ウ直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活

動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保し

たとしても、それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情から

売上総利益がない場合があることも想定されるが、二期連続して売上総利益がないと

いうことは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められな

い。したがって、この場合には事業の継続性があるとは認められない。ただし、増資、

他の企業による救済等の具体的な予定がある場合には、その状況も踏まえて事業の継

続性を判断する。

（注）主な用語の説明

直近期：直近の決算が確定している期（直近の決算は「損益計算書」を見る。）

売上総利益（損失） ：純売上高から売上原価を控除した金額（ 「損益計算書」

を見る。 ）

剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金（「貸借対照表」

を見る。 ）

欠損金：期末未処理損失、繰越損失（ 「賃借対照表」を見る｡ ）

債務超過；負債（債務）が資産（財産）を上回った状態（ 「貸借対照表」上の

「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態の

こと。 ）

エI

I 1|

1

1 －‐

’
二一

I

’

’

’
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4公租公課義務履行状況の確認について

｢経営。管理」の活動に当たっては、外国人個人の公租公課の支払義務の履行のほか、

事業を営む者として、労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守（第18節の3 「特定

技能」第2の3 （1）ア参照。 （注） ）が求められるところ、在留期間更新許可申請にお

ける履行状況の確認方法については次のとおりとする（管理業務を行っていることが認め

られる場合であっても、役員として事業活動を行っている場合には経営者と判断して差し

支えない。 ） 。

（注） 「特定技能」の在留審査においては、法人事業税又は個人事業税の納付状況につい

ての立証資料の提出を求めていないところ、 「経営・管理」においては提出を求める

こととしている（個人事業税の場合は法定業種に限る。 ） 。これは、事業税について

は、事業活動を行うに当たって地方団体の各種の行政サービスの提供を受けることか

ら、これに必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づき課税されるものであ

るところ、 「経営。管理」で在留している者は、自らが事業の経営又は管理に関与し

ており、その納税を適切に行い又は把握していることが求められるためである。

なお、経営管理を行っている会社がカテゴリー1又は2に該当する場合には、特段の疑

義が認められない限り当該確認については省略して差し支えない。

（1）提出された「在留資格「経営。管理」の申請に当たっての説明書（参考様式） 」から

申請人の公租公課の支払義務等の履行状況を確認する。

（注）カテゴリー3又は4の場合は、初回更新時において、前回許可以降の履行状況に

係る資料を全て確認する。

I ’ｰ 一_
や

（2）義務の不履行（疑いを含む。 ）が認められた場合には、申請人に追完書類として2週

間を目安として是正状況の確認書（任意様式）を求め、追完の結果により次のアーウの

とおり取扱う。

ア是正が認められる場合
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’’

’

イ是正に向け手続中であると認められた場合

ウ是正が認められない場合（回答がない場合を含む）

’1－ －－‐

5事業を営むために必要な許認可の取得状況等の確認について

（1）我が国において各種事業を営むにあたっては、その業種により許認可の取得や届出が

必要な場合があるところ、当該許認可の取得等をしていない場合には、その事業を適法

に営むことができず、在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから、

次の立証資料により、申請人が経営又は管理を行う事業に必要な許認可の取得状況等を

確認することとする。

アホ請に当たっての説明書(参考様式）
イ許認可の取得等をしていることを証する文書（営業許可書等）

’
－

I■■■■■■

（2）在留資格決定時において、在留許可を受けてからでないと許認可の取得等ができない

ことの合理的な事情が認められ、その他の要件を満たしている場合には、在留期間「4

月」を決定することとし、次回在留期間更新許可申請時において許認可の取得状況を確

認する。

（3）前回申請時において適切に許認可の取得等をしていることを確認しており、事業内容

に変更がない場合は、改めて許認可の取得状況等を確認することは要さない。

(参考）事業を営むために必要な許認可等の例
－

業種 根拠法令（条）有効期間申請先許認可

宅地建物取引業法(3条）

古物営業法（3条）

風営適正化法（3条）

5年都道府県

公安委員会

公安委員会

免許宅地建物取引業

古物営業

風俗営業

許可
ー

’許可

食品衛生法（55条等）5年を下らな

い期間

5年を下らな

い期間

保健所許可等飲食業

食品衛生法（52条）保健所許可食料品製造業
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※許認可区分の定義（行政法）

免許：一般的には許されない特定の行為を特定の者が行えるようにする行政行為

許可：法令による特定の行為の一般的禁止（不作為義務）を特定の場合に解除し、適法にこ

れをすることができるようにする行政行為

登録：申請により、一定の事実・資格・権利などを公簿に記載すること

届出：行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義

務付けられているもの

6在留期間「4月」の新設について

平成24年7月に入管法が改正され、また、外国人登録法が廃止されて、現行の在留管

理制度が導入される前は、我が国で株式会社等を設立し「投資・経営」の在留資格を得よ

うとする者は、 「短期滞在（90日） 」の在留資格で上陸し、その間に、外国人登録を行

い、その住居地をもって会社設立の登記をし、 「投資・経営」に係る手続を行っていたと

10-22

食料品販売業 許可 保健所 5年を下らな

い期間

食品衛生法（52条）

ホテル・旅館業 許可 保健所 ー 旅館業法（3条）

建設業（軽微な請

負工事を除く）

許可 都道府県 5年 建設業法（3条）

労働者派遣業 許可 労働局 初回3年

(更新5年）

労働者派遣法（5条）

有料職業紹介事業 許可 労働局 初回3年

(更新5年）

職業安定法（30条）

一般旅客自動車運

送業（貸切除く）

許可 運輸局 ー 道路運送法（4条）

一般貨物自動車運

送業

許可 運輸局 ー 貨物自動車運送事業法（3

条）

産業廃棄物処理業 許可 都道府県 5年を下らな

い期間

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（14条）

電気工事業 登録 都道府県 5年 電気工事業の業務の適正化

に関する法律（3条）

解体工事業 登録 都道府県 5年 建設リサイクル法（21条）

動物取扱業（ペッ

トショップ）

登録 保健所 5年 動物の愛護及び管理に関す

る法律（10条）

住宅宿泊事業 届出 都道府県等 5年 住宅宿泊事業法（3条）
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ころ、現行の在留管理制度が導入され､中長期在留者でなければ在留カードが交付されず、

住民票も作成されないため、 「短期滞在」の在留資格で在留する者は居住地を証する証明

書を持つことができず、法人を設立するための準備行為を行うことが困難となった。

これに対して、平成26年6月に閣礒決定された規制改革実施計画において、株式会社

等を設立する準備を行う意思があることや株式会社等の設立がほぼ確実に見込まれること

が提出書類から確認できた外国人については、登記事項証明書の提出がなくとも入国を認

めることについて検討し、結論を得ることとされた。

このことを踏まえ、入管法施行規則別表第3の「経営・管理」の項の下欄第1号ロにお

いて、 「当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し（法人

の登記が完了していないときは、定款その他当該法人において当該事業を開始しようとし

ていることを明らかにする書類の写し） 」 として、株式会社等を設立する場合に登記事項

証明書の提出は不要としつつ、そのような場合には、法人が設立されていない不安定な状

態で長期の滞在を認めることは適当ではないことから、中長期在留者となり住民票が作成

される最短の月単位の期間である「4月」の在留期間を決定することとなったものである。

地方公共団体が実施する起業支援の対象となった者の取扱い

1）取扱いの概要等

ア取扱いの概要

7

(1）

申請人が、地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体

が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において、当該地方公共

団体が事業所に係る経費（申請人の専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用

料も含む。 ）を申請人に代わり負担していると認められるときは、その他に当該地方

公共団体から受ける起業支援に係る経費（当該施設に駐在するコンサルタント等から

起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共

団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。 ）を含め、基準第2号

に規定する事業規模について、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めら

れる金額を最大で年間200万円まで考慮し、申請人が投下している金額と合わせて

3, 0.00万円以上となる場合は、基準第2号ロに適合するものとして取り扱う。

（注） 「当該地方公共団体が事業所に係る経費（申請人の専有スペースの賃料のほか、

共有スペースの利用料も含む。 ）を申請人に代わり負担していると認められると

き」及び「その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費（当該施設

に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサ

ルタント利用料等であって、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認め

られる場合に限る。 ） 」 とは、地方公共団体による支援と同等の民間施設やコン

サルタントを利用した場合の金額に比べて、申請人がインキュベーション施設や

コンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言い、その差額分につい
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ては地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものである。

イ対象者

新規入国、本邦在留中のいずれも対象であり、本邦在留中については在留資格は問

わない。

ただし、地方公共団体による起業支援の対象にインキュベーション施設への入居が

含まれない場合には、本件取扱いの対象外となることに留意する。

）入国・在留審査事務の取扱い

ア在留資格決定時

（ア）立証資料

第31節に定める資料のほか、次の事項について記載がある地方公共団体が発行

した文書の提出を求める（事業所用施設の存在を明らかにする資料の提出は求めな

い。 ） 。

①申請人の国籍・地域、氏名、生年月日

②地方公共団体が実施する起業支援事業の名称及び予算額

③地方公共団体が認定した申請人の事業内容の詳細

④地方公共団体が申請人に提供する支援の内容（インキュベーション施設への入

居、コンサルタントの利用機会の提供等）

⑤④について民間の施設やコンサルタントを利用した場合の金額及びその積算根

拠

⑥④について申請人の負担額

⑦申請人に対する支援の始期及び終期

（イ）審査

①地方公共団体が発行した上記（ア）の文書が、当該地方公共団体から当局に対

して初めて提出された場合は、当該地方公共団体が事業所に係る経費やコンサル

タント利用料等を申請人に代わり負担していると認めることの可否について、本

庁在留管理支援部在留管理課（就労審査係）へ照会する。

本庁在留管理支援部在留管理課においては、当該照会に対してその可否を回答

するとともに、地方公共団体が事業所に係る経費やコンサルタント利用料等を申

請人に代わり負担していると認めたものについて、入管WANに掲示する。

②本庁在留管理支援部在留管理課から、地方公共団体が事業所に係る経費やコン

サルタント利用料等を申請人に代わり負担していると認められる旨の回答があっ

たもの及び入管WANに掲示されているものについては、次のとおり取り扱う。

a 申請人が起業し、経営する事業については、地方公共団体が起業支援対象者

として認定・支援していることをもって、事業計画の具体性及び合理性を満た

しているものとして取り扱う。
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b上記（ア）の⑤から⑥を減じた額については、事業所に係る経費やコンサル

タント利用料等を申請人に代わり地方公共団体が負担していると認められるこ

とから、当該金額に申請人が投下している金額を合わせて3jOOO万円以上

であれば、 「経営・管理」に係る上陸基準省令第2号ロに適合しているものと

して取り扱う。

（例）地方公共団体が指定するインキュベーション施設と同等の民間施設の賃

料は月額8万円のところ、対象者は月額1万円の負担でインキュベーショ

ン施設を利用でき、資本金の額又は出資の総額が2， 916万円以上であ

る場合（月額7万円（年間84万円）は地方公共団体が申請人に代わって

事業所の賃料を負担していると認められる。 ） 。

（ウ）決定する在留期間

1年一

イ在留期間更新許可申請時

（ア）地方公共団体が実施する起業支援対象者として、引き続き支援を受ける場合

上記ア（ア）の資料の提出を求めた上で、同（イ）に従い審査する。

（イ）地方公共団体が実施する起業支援対象者としての支援が終了している場合

基準適合状況について、改めて審査する。

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が支援対象とする外国企業の取扱いについ8

て

（1）取扱いの概要等

ア概要

ジェトロが支援対象とする外国企業については、本国での企業実態、対日投資を行

う上での資金力、対日投資計画の存在とその実現可能性等について審査がなされてい

ることを踏まえ、ジェトロに支援認定された企業の経営･管理に携わる者については、

日本での起業時から3年を経過するまでの申請に当たり、一定の条件を満たす場合、

コワーキングスペースやシェアオフィス（以下「コワーキングスペース等」という。 ）

等の独立性のない区画を事業所として利用する場合であっても、特例として、出入国

管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（以下「上陸基準省令」

という。 ）の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項下欄第1

号について、適合しているものとして取り扱うこととするもの。

イ対象者

ジェトロの対日投資支援認定企業である外国企業の日本法人・支店・事業所の経営

・管理に携わる者（以下「代表者」 という。 ） 。

なお、新規入国者、本邦在留中の者いずれも対象となる。また、 日本での起業から

3年を経過しない期間に代表者が交代する場合、当該新代表者も対象となるが、特例
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の適用を受ける者は、原則1企業につき1名とする。

ウ条件

（ア） 事業所とする‘コワーキングスペース等について

①法人登記が可能であること

②利用期間中は、一定の場所の利用保証（注）があること

（注)コワーキングスペース等内の座席を利用することが可能となっていること。

③代表者の在留期間内において、契約更新等により継続利用が可能なこと

（イ）事業所として利用するコワーキングスペース等の所在地に、ジェトロが支援する

企業が登記されていること

（ウ）コワーキングスペース等を事業所とする期間中は、代表者が事業活動状況等をジ

ェトロに定期的に報告をすること

（エ） 日本で起業した日から3年未満であること

（2）入国・在留審査事務の取扱いについて

ア在留資格決定時

（ア）必要書類

①ジェトロ支援企業証明書（※）

※当該支援企業証明書には、対象となる企業について、ジェトロの対日投資支

援認定企業であるとして、以下の記載内容が含まれる。

・ 企業名（親会社所在地）

・ 支援内容

・ 支援認定年月日

・ 商号、所在地、会社成立の年月日、事業内容の要約（登記事項証明書の記載）

・ コワーキングスペース等の名称

・ コワーキングスペース等の利用期間

②登記事項証明書

③コワーキングスペース等の利用契約書（写し）

④その他

第31節に規定された在留資格｢経営・管理」に係る資料の提出を求めることと

するが、事業所用施設の存在を明らかにする資料の提出は不要とする。

なお、 日本で起業した日から3年を経過する日が1年以内に到来する申請につ

いては、新たな事業所（通常の在留資格「経営・管理」の審査と同一の考え方によ

るもの）の確保予定について説明した文書を求めることとする。

（イ）審査

本節に基づき審査を行うこととするところ、事業所用施設の確保については、次

の①ないし④を確認することにより、基準を満たしているものとして取り扱う。
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①上記（1）ウの条件を満たしていること

②申請書上の事業所の所在地、ジェトロ支援企業証明書に記載された事業所の所

在地が、登記事項証明書上で確認できること

③処分の時点（新規入国は入国予定日）において、ジェトロ支援企業証明書に記

載されたコワーキングスペース等の利用期間内であること

④処分の時点（新規入国は入国予定日）が、 日本での起業時から3年未満である

こと

なお、上記①については、ジェトロ支援企業証明書の提出をもって、条件を満

たしているものとして取り扱って差し支えない。

（ウ）在留期間

1年

イ在留期間更新許可申請時

（ア）必要書類

上記ア(ア）の資料の提出を求めた上で審査する。なお、事業所とするコワーキ

ングスペース等に変更がない場合は、必要書類のうち、登記事項証明書及びコワー

キングスペース等の利用契約書の提出を不要とする。

（イ）審査

上記ア（イ）に従い審査する。なお、同①及び②については、ジェトロ支援企業

証明書の記載をもって判断することとし、同③のコワーキングスペース等の利用期

間の残余については、ジェトロ支援企業証明書に記載された事業所の利用期間によ

り判断して差し支えない。また、同③及び④については、 「処分の時点」を｢在留

期間更新許可申請の時点における在留期間満了日」 と読み替えることとする。

（ウ）在留期間

1年

）留意点（3）留意点

ア本件特例は、 「事業所の確保」に係る上陸基準省令第一号（事業所の確保）に係る

緩和措置のみに適用されるため、上陸基準省令第二号（事業の規模）については通常

の「経営・管理」 と同様の審査を行う。

イ本件特例の適用を受ける企業に雇用されるとして、 「技術･人文知識･国際業務」

等の在留資格関係諸申請があった場合、申請人が同一の事業所（コワーキングスペー

ス等）で稼働するときは、当該申請人についても、当該事業所内に利用保証のあるス

ペースが確保されている必要がある。

ウ在留期間更新許可申請等の時期によっては、通算して3年を超える場合があるが、

特段の疑義がない場合は、許可して差し支えない。
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【参考】旧基準（令和7年10月16日省令改正前）

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されてい

ない場合に．あっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保さ

れていること。

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イその経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員（法

別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。 ）が従事して営まれるも

のであること。

ロ資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

ハイ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年

以上の経験（大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む｡ .）を有

第1号

第2号

第3号

し、かつ、 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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